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区分 支払額
イ． 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 71百万円
ロ． 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 71百万円

（注） 1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料
を入手し、報告を受けるほか、監査計画・監査の遂行状況、当事業年度の
報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監
査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、同意いたしまし
た。

2. 下記の重要な子会社については、当該会計監査人以外の監査法人の監査を
受けております。
・Socionext America Inc.
・Socionext Europe GmbH
・Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
・Socionext Technology（Shanghai）Co., Ltd.
・Socionext Taiwan Inc.
・Socionext Korea Ltd.

会計監査人の状況

① 名称　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額
当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等については、以下のとおりです。

③ 非監査業務の内容
　公認会計士法第２条第１項に定める監査業務以外の業務（非監査業務）の対価は支払ってお
りません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委
員会は、必要に応じて、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の
遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任
または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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◆内部統制システム整備に関する基本方針 ◆運用状況の概要

当社は、会社法および会社法施行規則に基
づき、業務の適正を確保するために、当社
および子会社から成る企業集団（以下、「当
社グループ」という。）の内部統制システム
を以下のとおり整備する。

業務の適正を確保するための体制の当期に
おける運用状況の概要は、次のとおりで
す。

（１）役員および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社は、「ＣＳＲ基本方針」および「コ

ンプライアンス規範」などの社内規程
を制定し、当社グループの役員および
従業員に周知し遵守させることによ
り、法令･定款遵守を含むコンプライア
ンスの推進に取り組む｡

・ 「ＣＳＲ基本方針」および「コンプラ
イアンス規範」などの社内規程を社内
ポータルサイトに掲載して周知すると
ともに、役員に対するコンプライアン
ス研修、役員および従業員に対するe
ラーニングおよび部門ごとの教育を実
施し、法令･定款遵守を含むコンプライ
アンスの推進に取り組んでいます｡

② 当社は､当社グループの事業活動にかか
る法規制などを明確化し､それらの遵守
のために必要な社内ルールの制定､教育
の実施､監視体制の整備を行う｡

・ リスク・コンプライアンス委員会のも
と、部門ごとにリスク・コンプライア
ンス責任者を設置し、コンプライアン
ス体制の強化を図っています。

・ eラーニングを活用し、役員および従
業員に対して情報セキュリティ、イン
サイダー取引防止、ハラスメント防
止、環境、購買取引、安全保障輸出関
連法令などに関する各種コンプライア
ンス教育を実施しています。

③ 当社グループの役員および従業員は､当
社グループの事業活動に関連して､重大
なコンプライアンス違反のおそれのあ
る事実を認識した場合は､直ちに業務ラ
インを通じてその事実を当社の取締役
会および監査等委員会に通知する｡

・ コンプライアンス違反のおそれのある
事実を認識した当社グループの役員お
よび従業員はライン長に報告し、その
内容は取締役会および監査等委員会に
報告されることとしています。

④ 当社は､コンプライアンス問題の早期発
見を可能とするため､通報者の保護体制
などを確保したうえで、当社グループ
の役員および従業員からの内部通報の
窓口を社内外に設置する｡

・ グローバルな内部通報制度を構築・運
用しており、利用ルールを周知してい
ます。また、通報者に対して不利益な
扱いや報復行為を行うことを禁止し、
通報者の保護を図っています。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

　当社グループの内部統制システムの整備・運用状況の概要は、次のとおりです。
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⑤ 当社は、取締役会において当社グルー
プの職務の執行者から職務執行状況の
報告を定期的に受け､職務の執行におい
てコンプライアンス違反がないことを
確認する｡

・ 取締役会において当社グループの職務
の執行者から職務執行状況の報告を定
期的に受け､職務の執行においてコンプ
ライアンス違反がないことを確認して
います。

⑥ 当社は、当社グループの業務の執行状
況を確認し、法令･定款などの遵守の確
保と業務効率化のための改善を図るた
め､内部監査を実施する。

・ 監査部による内部監査を実施し、当社
グループの業務の執行状況の確認、お
よび法令･定款などの遵守の確保と業務
効率化のための改善を行っています。

⑦ 当社グループは､反社会的勢力に対して
は毅然とした態度で臨み､一切関係を持
たず､外部専門機関と連携して組織的に
対応する。

・ 反社会的勢力との取引を防止するた
め、当社グループの業務プロセスにお
ける必須の対応として取引の適切性の
確認を実施しています。

（２）取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社は、取締役の職務執行にかかる文

書およびその他の重要な情報につい
て、「重要文書管理規程」に基づき､保
管責任者を定めたうえで適切に保存お
よび管理を行う｡

・ 「重要文書管理規程」に基づき､株主総
会議事録、取締役会議事録、経営委員
会議事録、稟議書等の重要な文書およ
び情報について、保管責任者および保
管方法を定めたうえで適切に保存およ
び管理を行っています。

② 当社は、職務の執行状況を確認するた
めの文書を取締役が常時閲覧できる体
制を整備する｡

・ 取締役が職務の執行状況を確認するた
めの文書を常時閲覧することができる
体制を構築しています。
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（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社は､「リスクマネジメント規範」に

基づき、当社グループのリスクマネジ
メント体制を構築する。経営全般に関
するリスクマネジメントは経営委員会
が行い、災害・事故、コンプライアン
ス、情報セキュリティなどに関するリ
スクマネジメントはリスク・コンプラ
イアンス委員会が行う。

・ 「取締役会規則」、「経営委員会規程」
のほか、「リスクマネジメント規範」を
定め、グローバルなリスク管理体制を
整備しています。

・ リスクマネジメントプロセスを構築
し、定期的に経営委員会にて全社リス
クレビューを実施する体制としてお
り、本プロセスを通して最新のリスク
状況の把握、各リスクを担当する役員
の任命、リスクに対する施策や対策の
立案、進捗状況の確認を実施していま
す。

② 当社は､当社グループに損失を与えうる
リスクを組織的かつ継続的に抽出・評
価し､抽出されたリスクごとに担当する
役員を任命して責任体制を明確にした
うえで、対策の作成と実行を推進する｡
また､リスクが顕在化した場合には、当
社は発生する損失を最小限にとどめる
ための活動を行う。

・ リスク・コンプライアンス委員会にお
いて、第三者による情報セキュリティ
体制の脆弱性検証などを踏まえ、情報
セキュリティインシデントおよびサイ
バーセキュリティに関する報告と対策
の状況などの進捗確認を行うととも
に、法令違反などが発生していないか
の確認を実施しています。

③ 当社は､「ＢＣＰ（事業継続計画）／Ｂ
ＣＭ（事業継続マネジメント）規範」
に基づき､責任体制を明確にしたうえ
で、当社グループや取引先における災
害などの不測の事態に備えることと
し、当社グループの事業継続を図るた
めの活動を行う。

・ ＢＣＰ／ＢＣＭの取り組みとして、平
時から方針に基づきマニュアルを整備
し、ＢＣＰ訓練を行うなど継続的な活
動を行っています。

④ 当社は､「情報セキュリティ規範」に基
づき､責任体制を明確にしたうえで、当
社グループの情報セキュリティに関す
る具体的な施策を実施する。

・ 情報セキュリティ体制のさらなる強化
のため、情報セキュリティ推進室を中
心として、グループ全体で情報セキュ
リティのルール整備を推進するととも
に、多要素認証の導入、役員および従
業員への情報セキュリティ教育、標的
型攻撃メールに対する訓練など、さま
ざまな情報セキュリティの施策を実施
しました。

⑤ 当社は、当社グループのリスクマネジ
メントの活動状況を定期的に取締役会
に報告する。

・ 経営委員会およびリスク・コンプライ
アンス委員会の活動状況を定期的およ
び随時に取締役会に報告しています。
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（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社は､経営の監督機能と執行機能を分

離し､取締役会は経営の基本方針および
重要な業務執行等を決定するとともに
執行機能の監督を行う｡当社は､執行役
員制度を導入し、ＣＥＯおよび執行役
員は業務の執行機能を担う。また、執
行機能において効率的に多面的な検討
を行うために経営委員会を設置し、経
営戦略および業務執行に関する重要事
項を審議し決定する。

・ 取締役は、取締役会において経営上の
重要な意思決定を迅速に行うととも
に、職務執行の監督を行っています。
また、取締役会付議案件のうち経営上
の重要事項については、事前に経営委
員会において議論・検討を行うこと
で、審議の充実を図っています。さら
に、執行役員制度の導入により、業務
執行の迅速化を図っています。

・ 具体的には、以下のマネジメント等に
より、取締役の職務の執行に関する効
率化を進めています。
- Solution SoCのビジネスモデル・

事業領域の明確化および成長分野
への事業変革・リソースシフトを
推進し、ビジネスの拡大と成長に
向けたグローバル大型商談や開発
に注力しています。
また、標準開発プロセスの策定・
実践などの開発プロセスの見直
し・改善や、海外開発拠点の本格
的な稼働の開始、開発業務へのＡ
Ｉツール導入など、グローバルな
事業拡大を支えるための開発リソ
ースを強化しています。

- 効率的かつ迅速な開発を可能とす
るため、エンジニアスキルや開発
リソースの可視化を推進し、タイ
ムリーなリソースアサインを可能
とする体制構築・運用を進めてい
ます。
また、開発リソースをより強固な
ものとするため、エンジニアのレ
ベルに応じた教育プログラムを策
定・実践しています。

- 広報ＩＲやＳＲの機能の見直し・
改善など、上場企業としての職務
執行体制のさらなる強化を進めて
います。
また、サステナビリティに関連す
る業務プロセスの構築・運用・情
報開示を推進し、ステークホルダ
ーからの評価および当社プレゼン
スの向上に取り組んでいます。
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② 当社は､「ソシオネクストグループ決裁
権限・関係会社管理規程」、「組織・職
務分掌規程」などにより当社グループ
の役員および従業員の職務権限と子会
社の役員および従業員から当社への報
告義務について明確にする｡

・ 「経営委員会規程」および「ソシオネ
クストグループ決裁権限・関係会社管
理規程」に基づき、当社グループの事
業活動にかかる重要事項を経営委員会
における承認事項、報告事項として定
め、運用しています。また、当社グル
ープ会社の社長は経営委員会の構成員
等に対して、毎月事業報告を行ってい
ます。

・ 当社の役員および従業員を当社グルー
プ会社の役員として配置して、業務遂
行体制の整備に関する指導、支援、監
督を強化し、また、当社グループ全体
に適用する規範を制定し当社グループ
の管理体制を強化しています。

③ 当社は、事業に関するビジネスプロセ
スの基本事項を定めることにより、当
社グループの事業が効率的かつ適法に
行われる体制を構築する。

・ ビジネスプロセスの基本事項を定める
ことにより、当社グループの事業が効
率的かつ適法に行われる体制を構築し
ています。また、ビジネスプロセスに
関する内部監査を実施し、必要に応じ
て是正活動を行うとともに、継続的な
改善を図っています。

④ 当社は､当社グループにおける内部統制
体制の整備と業務プロセスの改革を継
続的に推進する｡

・ 監査部は､当社グループ全体に関する内
部監査を実施し、「ソシオネクストグル
ープ決裁権限・関係会社管理規程」、お
よびビジネスプロセスのルールに則っ
た職務の執行が行われていることを確
認しています。

⑤ 当社は､経営方針を当社グループ内に周
知するとともに、毎年３月に次年度お
よびそれ以降の期間を含む事業計画を
策定する。また、毎月の取締役会にお
いて、決算および業務執行の状況など
の報告を行うことにより､経営に関する
目標の達成状況を監視･監督する｡

・ 当社グループは、毎年３月に次年度お
よびそれ以降の期間を含む事業計画を
策定し、四半期毎のマネジメントに加
え、複数年度での経営指標・目標に関
するマネジメントを実施しています。
この仕組みの中で、商談獲得・売上計
画の実現性の確認、包括的な原価・粗
利益改善の推進、市場戦略のアップグ
レードと商談・アカウントリードでの
先行開発投資の妥当性の確認、ＳＣＭ
のグローバル化／効率化、コーポレー
トのグローバル化／効率化等を進める
とともに、事業活動を支えるＩＴ基盤
の構築・強化に取り組んでいます。こ
れらの取り組みの状況は、毎月の取締
役会に報告されています。
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（５）監査等委員会の職務の補助者に関する事項および当該補助者の取締役からの独立性ならび
に当該補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項

◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社は､監査等委員会の職務の補助者を

置くこととし､監査等委員会の要求する
能力･知見を有する適切な人材を配置す
る｡

・ 当社は監査等委員会の職務を補助する
ために監査等委員会事務局を設置し、
適切な人員を配置しています。

② 当社は､前項の補助者の独立性および監
査等委員会による当該補助者に対する
指示の実効性を確保するため､その任
命･異動および報酬など人事に関する事
項については監査等委員会の同意を得
る｡

・ 監査等委員会の補助者の任命・異動お
よび報酬など人事に関する事項につい
ては、監査等委員会の同意を得ていま
す。

③ 当社は､第１項の補助者を原則としてそ
の他の組織と兼務させない｡ただし､監
査等委員会の要請により特別の専門知
識を有する者を兼務させる必要が生じ
た場合は､前項による独立性の確保に配
慮する。

・ 監査等委員会事務局は専任体制であ
り、兼務者はおりません。

（６）監査等委員会への報告に関する体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社グループの役員および従業員は､定

期的に当社の監査等委員会に職務執行
状況を報告するほか、監査等委員に重
要な会議への出席の機会を提供する。

・ 監査等委員会は、ＣＥＯ、ＣＯＯ、Ｃ
ＦＯおよび執行役員などから、定期的
および随時に、職務執行状況に関する
報告を受けています。また、監査等委
員は、取締役会、経営委員会、業績報
告会など重要な会議に出席するととも
に、各部門への調査やヒアリングを実
施し、当社取締役との意見交換などを
行っています。

② 当社グループの役員および従業員は､経
営･業績に影響を及ぼすリスクが発生し
た場合､または事業活動の遂行に関して
重大なコンプライアンス違反のおそれ
のある事実を認識した場合は､直ちに当
社の監査等委員会に報告する。

・ 当社グループの役員および従業員は､経
営･業績に影響を及ぼすリスクが発生し
た場合､または事業活動の遂行に関して
重大なコンプライアンス違反のおそれ
のある事実を認識した場合は､直ちに当
社の監査等委員会に報告することとし
ています。

③ 当社グループは、監査等委員会に前２
項の報告を行ったことを理由として、
当該報告を行った役員または従業員を
不利に取り扱わない。

・ 当社グループは、監査等委員会に対す
る前２項の報告を行った役員および従
業員に対し、当該報告を行ったことを
理由として不利に取り扱わないことと
しています。
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（７）その他監査等委員会監査の実効性確保のための体制
◇体制 ◇運用状況の概要
① 当社グループの役員および従業員は、

監査等委員会からの要請に基づき監査
等委員会と情報交換を行う。

・ 当社グループの役員および従業員は、
監査等委員会からの要請に応じて監査
等委員会と情報交換を行っています。

② 監査部は、監査等委員会に定期的に監
査の状況および結果を報告する｡また、
監査等委員会は、必要に応じて、監査
部に指示を行うことができる。

・ 監査等委員会は、内部監査部門である
監査部と定期的および必要に応じて、
情報交換や意見交換を行うなどの連携
を密にして、監査等委員会監査の実効
性と効率性の向上を図っています。ま
た、監査等委員会は、必要に応じて、
監査部に指示を行っています。

③ 監査等委員会は､会計監査の計画および
結果などについて会計監査人から随時
報告を受けるとともに、定期的に会計
監査人との情報交換を行う｡

・ 監査等委員会は、会計監査人から定期
的および随時報告を受け、情報交換や
意見交換を行っています。

④ 監査等委員会の職務の執行について生
じる費用については、会社法第399条
の２第４項に基づくものとし、当社
は、同項の請求にかかる手続を定め
る。

・ 監査等委員会の費用に関しては、監査
等委員の請求に応じて、適正に精算し
ています。
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（単位：百万円）
株主資本

資本金 新株式申込証拠
金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日残高 32,971 46 32,971 74,252 △5,003 135,237

連結会計年度中の変動額
新株の発行（ストックオプシ
ョンの行使） 49 △43 49 55

剰余金の配当 △8,854 △8,854
親会社株主に帰属する当期純
利益 8,733 8,733

自己株式の取得 △5,000 △5,000

自己株式の処分等 910 △770 140
株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） －

連結会計年度中の変動額合計 49 △43 959 △121 △5,770 △4,926

2026年３月31日残高 33,020 3 33,930 74,131 △10,773 130,311

その他の包括利益累計額
純資産合計為替換算調整勘

定
その他の包括利
益累計額合計

2025年４月１日残高 1,809 1,809 137,046

連結会計年度中の変動額
新株の発行（ストックオプシ
ョンの行使） 55

剰余金の配当 △8,854
親会社株主に帰属する当期純
利益 8,733

自己株式の取得 △5,000

自己株式の処分等 140
株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 936 936 936

連結会計年度中の変動額合計 936 936 △3,990

2026年３月31日残高 2,745 2,745 133,056

連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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建物及び構築物 ２年～18年
機械装置及び運搬具 ３年～５年
工具、器具及び備品 ３年～10年

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　会社計算規則（2006年２月７日　法務省令第13号、最終改正2025年２月28日　法務省令第５号）に基づ
いて連結計算書類を作成しております。

(１) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称
本連結計算書類は、全ての子会社６社を連結したものであります。
（連結子会社の名称)

Socionext America Inc.
Socionext Europe GmbH
Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
Socionext Technology（Shanghai）Co., Ltd.
Socionext Taiwan Inc.
Socionext Korea Ltd.

(２) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び名称
　該当事項はありません。

持分法の適用範囲の変更
　当連結会計年度において、持分法を適用した関連会社であったトリニティ・セミコンダクター・リサー
チ合同会社は清算結了したことにより、当連結会計年度より持分法の適用範囲から除外しております。

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちSocionext Technology（Shanghai）Co., Ltd. の決算日は12月31日ですが、連結
決算日での仮決算を行った財務諸表を使用して、連結決算を行っております。

(４) 会計方針に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法

取得原価と時価との差額の処理方法･･･全部純資産直入法
売却時の売却原価の算定方法･･･移動平均法による原価法

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ. デリバティブ 時価法
ハ. 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
・製品 総平均法による原価法
・仕掛品 総平均法による原価法
なお、収益性の低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げております。

② 固定資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
耐用年数は、実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。
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製品売上 161,792百万円
ＮＲＥ売上 38,325百万円
その他 717百万円
顧客との契約から生じる収益 200,834百万円
外部顧客への売上高 200,834百万円

期首残高 期末残高
契約負債 2,265百万円 4,214百万円

ロ. 無形固定資産
定額法を採用しております。
このうち、技術資産及び自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年以内）
に基づく定額法を採用しております。

ハ. リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法で計算しております。

③ 収益及び費用の計上基準
　半導体製品の販売において、製品売上については製品の引き渡し時 (輸送手番が測定できる場合はみな
し着荷時）に、ＮＲＥ売上については製品開発の成果物の引き渡し時（顧客が成果物を受領・評価等を確
認した時）に、顧客が当該製品等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し収益
を認識しております。

④ 引当金の計上基準
・株式給付引当金

　　　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）及び所定の要件を満たす執行役員（以
下、併せて「対象取締役等」という。）への当社株式の給付に備えるため、取締役株式交付規程または
執行役員株式交付規程に基づく当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。

2. 収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(２) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社グループは、半導体製品に関する研究、設計開発、製造、販売及びサービスを行っており、収益は
主に半導体製品の販売によるものであります。
　製品売上については、製品の支配が顧客に移転した時、すなわち、製品を顧客に引き渡した時点で、顧
客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支
払を受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しております。
　ＮＲＥ売上については、顧客に製品開発の成果物を引き渡し、顧客が成果物を受領・評価等を確認した
時点で、顧客に重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払を受ける権利を得るため、その時点で
収益を認識しております。
　これら製品売上及びＮＲＥ売上による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しております。
　なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりま
せん。

(３) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結
会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、主に、顧客との契約に基づき、履行義務を充足する前に受け取った前受金に関するもので
あります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、契約負債は連結貸借対照表の流動負債
の「その他」に含めております。

－ 11 －



建物及び構築物 3,048百万円
機械装置及び運搬具 187百万円
工具、器具及び備品 41,268百万円

計 44,503百万円

当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
発行済株式
　普通株式(株) 179,756,405 212,225 － 179,968,630
　合計(株) 179,756,405 212,225 － 179,968,630
自己株式(株)
　普通株式(株) 2,017,427 3,934,425 1,262,983 4,688,869
　合計(株) 2,017,427 3,934,425 1,262,983 4,688,869

決 議 日 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月19日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 4,443 25 2025年３月31日 2025年６月５日

2025年10月31日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 4,411 25 2025年９月30日 2025年11月26日

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループの残存履行義務に配分した取引価格においては、当初に予想される契約期間が１年を超え
る重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

3. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりです。
・繰延税金資産の回収可能性

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 4,624百万円

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産は、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が
高いものに限り認識しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動
によって影響を受ける可能性があり、実際に生じる時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計
年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

4. 連結貸借対照表に関する注記
・有形固定資産の減価償却累計額

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(１) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び数に関する事項

(注)発行済株式の普通株式の数の増加は、ストック・オプションの権利行使による増加であります。当連結会
計年度より株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託」及び「株式付与ＥＳＯＰ
（Employee Stock Ownership Plan）信託」を導入しており、自己株式の普通株式の数の増加は、取締
役会決議による自己株式の取得や「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」への拠出、
単元未満株式の買取請求に基づく自己株式の取得による増加であります。自己株式の普通株式の数の減少
は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分や「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信
託口」への拠出による減少であります。当連結会計年度末の自己株式の普通株式の数には、「役員報酬Ｂ
ＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が保有する当社株式（それぞれ506,300株、705,700株）
が含まれております。

(２) 当連結会計年度に行った剰余金の配当に関する事項

(注)配当金の総額には、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」の信託財産として日本マスタ
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決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年５月19日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 4,412 25 2026年３月31日 2026年６月4日

普通株式 1,310,175株

ートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金30百万円が含まれております。

(３) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

(注)配当金の総額には、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」の信託財産として日本マスタ
ートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金30百万円が含まれております。

(４) 当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

6. 金融商品に関する注記
(１) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業活動に必要な流動性を確保した上で、安全性の高い金融資産にて運用してお
ります。
　デリバティブは、営業債権債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わな
い方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部外貨建ての営業債権
は、為替リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先
物為替予約を利用してヘッジしております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヵ月以内の支払期日であります。また、一部外貨建て
のものについては、為替リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内
にあります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、取引先の経営状況を定期的にモニタリングし、取引先毎に期日
及び残高を管理することにより回収懸念の有無を早期把握し、リスクの低減を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し
て、先物為替予約を利用してヘッジしております。

ハ．資金調達に関わる流動性のリスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などによりリスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することがあります。

(２) 金融商品の時価等に関する事項
　「現金及び預金」については、現金であること、ならびに「預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買
掛金」、「未払金」及び「未払費用」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。また、「有価証券」は現金と同様の性格を有する合同運用指定金銭信
託であり、全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
す。
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(１) １株当たり純資産額 759円09銭
(２) １株当たり当期純利益 49円74銭

(３) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

　該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
　重要性に乏しいため、記載を省略しております。

7. １株当たり情報に関する注記

(注)当連結会計年度より株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しており
ます。「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が保有する当社株式を１株当たり純資
産額の算定上、連結会計年度末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。控除した当該自
己株式の連結会計年度末株式数は「役員報酬ＢＩＰ信託口」506,300株及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」
705,700株であります。また、「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が保有する当
社株式を１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており
ます。控除した当該自己株式の期中平均株式数は「役員報酬ＢＩＰ信託口」269,102株及び「株式付与Ｅ
ＳＯＰ信託口」375,084株であります。

8. その他の注記
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社グループの事業成長と事業変革の更なる進展、そして企業価値を意識した経営活動への取り組みがより
促進されることを期待し、また市場の株式報酬水準に近づけて内外の人材を確保するために、対象取締役等を
対象とする株式交付信託に基づく株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。
　また、当初は米国子会社の限定された従業員（以下、「対象従業員」という。）を対象に、人材の確保とリ
テンションを目的として株式交付信託に基づく株式報酬制度「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しております。
　これらの制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する
実務上の取扱い」(実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じております。

(1）役員報酬ＢＩＰ信託
①取引の概要

　当該制度は、当社が拠出する対象取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対
象取締役等に対して、当社が定める取締役株式交付規程または執行役員株式交付規程に従って、当社株式
等の交付等が行われる株式報酬制度です。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に
自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び数は、当連結会計年度末1,435百万円及
び506,300株であります。

(2）株式付与ＥＳＯＰ信託
①取引の概要

　当該制度は、予め定める株式交付規程に基づき、ＥＳＯＰ信託から、当該信託が取得した当社株式及び
当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の要件を充足する対象従業員に交付及び給付する制度です。

②信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に
自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び数は、当連結会計年度末2,000百万円及
び705,700株であります。
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（単位：百万円）

株主資本

資本金 新株式申込証拠金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2025年４月１日残高 32,970 45 32,970 － 32,970

事業年度中の変動額
新株の発行（ストックオプ
ションの行使） 49 △42 49 49

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分等 909 909

事業年度中の変動額合計 49 △42 49 909 959

2026年３月31日残高 33,020 3 33,020 909 33,930

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2025年４月１日残高 67,101 67,101 △5,003 128,085 128,085

事業年度中の変動額
新株の発行（ストックオプ
ションの行使） 55 55

剰余金の配当 △8,854 △8,854 △8,854 △8,854

当期純利益 8,329 8,329 8,329 8,329

自己株式の取得 △4,999 △4,999 △4,999

自己株式の処分等 △769 140 140

事業年度中の変動額合計 △525 △525 △5,769 △5,329 △5,329

2026年３月31日残高 66,575 66,575 △10,772 122,756 122,756

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ３年～18年
機械及び装置 ３年～５年
工具、器具及び備品 ３年～10年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 会社計算規則（2006年２月７日　法務省令第13号、最終改正 2025年２月28日　法務省令第５号）に基
づいて計算書類を作成しております。

(2) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

イ. 子会社株式及び関連会社株式　 移動平均法による原価法
ロ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法
取得原価と時価との差額の処理方法･･･全部純資産直入法
売却時の売却原価の算定方法･･･移動平均法による原価法

・市場価格のない株式等　　　　　　　移動平均法による原価法
② デリバティブ　　　　　　　　　　　　　時価法
③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
・製品　　　　　　　　　　　　　　　　 総平均法による原価法
・仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　 総平均法による原価法
なお、収益性の低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
耐用年数は、実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。

② 無形固定資産
定額法を採用しております。
　このうち、技術資産及び自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年以内）
に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法で計算しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　半導体製品の販売において、製品売上については製品の引き渡し時(輸送手番が測定できる場合はみなし
着荷時）に、ＮＲＥ売上については製品開発の成果物の引き渡し時（顧客が成果物を受領・評価等を確認
した時）に、顧客が当該製品等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し収益を
認識しております。

(5) 引当金計上基準
・株式給付引当金

　対象取締役等への当社株式の給付に備えるため、取締役株式交付規程または執行役員株式交付規程に
基づく当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

2. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりです。
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建物 1,544百万円
機械及び装置 68百万円
工具、器具及び備品 40,376百万円

計 41,989百万円

短期金銭債権 26,852百万円
短期金銭債務 2,423百万円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 120,647百万円
仕入高 13,549百万円

営業取引以外の取引による取引高
受取配当金 1,996百万円

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
自己株式(株)
　普通株式(株) 2,017,427 3,934,425 1,262,983 4,688,869
　合計(株) 2,017,427 3,934,425 1,262,983 4,688,869

　繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 4,416百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産は、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高
いものに限り認識しております。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によ
って影響を受ける可能性があり、実際に生じる時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の
計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

3. 貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

4. 損益計算書に関する注記

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び数に関する事項

(注)自己株式の普通株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得や「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び
「株式付与ＥＳＯＰ信託口」への拠出、単元未満株式の買取請求に基づく自己株式の取得による増加であ
ります。自己株式の普通株式の数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分や「役員報酬Ｂ
ＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」への拠出による減少であります。当事業年度末の自己株式
の普通株式の数には、「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式（そ
れぞれ506,300株、705,700株）が含まれております。
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繰延税金資産
賞与繰入額 859百万円
未払社会保険料 112百万円
棚卸資産評価損 1,576百万円
固定資産評価損 1,258百万円
未払事業税 158百万円
一括償却資産 26百万円
資産除去債務 119百万円
貯蔵品評価 173百万円
その他 148百万円

繰延税金資産合計 4,433百万円
繰延税金負債
　資産除去債務 △17百万円
繰延税金負債合計 △17百万円
繰延税金資産の純額 4,416百万円

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取 引 金 額
（百万円）

科 目
期 末 残 高
（百万円）

子 会 社

Socionext 
Technology 
Pacific Asia 
Ltd.

直接 100.0％
所有

　

当社製品の販
売及び業務の
委託他

製品の販売他 83,809 売 掛 金 17,308

業務委託他 987 未 収 入 金 123

販売支援他 3,567 買 掛 金 327

子 会 社
Socionext 
America Inc.

直接 100.0％
所有

　

当社製品の販
売及び業務の
委託他

製品の販売他 29,032 売 掛 金 7,638

業務委託他 129 未 収 入 金 4

開発委託他 8,007 買 掛 金 1,415

業務委託他 159 未 払 金 101

役 員 肥 塚 雅 博 直接0.0% 当社取締役
金銭報酬債権の
現物出資(注)2

26 － －

役 員 米 山 　 優 直接0.0% 当社取締役
金銭報酬債権の
現物出資(注)2

14 － －

役 員 吉 田 久 人 直接0.0% 当社取締役
金銭報酬債権の
現物出資(注)2

14 － －

(1) １株当たり純資産額 700円33銭
(2) １株当たり当期純利益 47円44銭

6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

7. 関連当事者との取引に関する注記

（注）１. 上記各社との取引条件については、他の会社同様に交渉の上、価格を決定しております。
　　　２. 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。

8. １株当たり情報に関する注記

（注）当事業年度より株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」を導入しておりま
す。「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が保有する当社株式を１株当たり純資産
額の算定上、当事業年度末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。控除した当該自己株
式の当事業年度末株式数は「役員報酬ＢＩＰ信託口」506,300株及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」
705,700株であります。また、「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が保有する当
社株式を１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており
ます。控除した当該自己株式の期中平均株式数は「役員報酬ＢＩＰ信託口」269,102株及び「株式付与Ｅ
ＳＯＰ信託口」375,084株であります。
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9. その他の注記
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当該取引については、「連結計算書類　連結注記表　【その他の注記】（従業員等に信託を通じて自社の株
式を交付する取引）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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